
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝霞市では、平成２２年から“朝霞市の顔”となる朝霞駅南口駅前通り（朝霞駅南口交差点から朝霞市
役所）のアメニティーロード化に向けて、協議会を設置して検討を進めてきました。 

このたび一定の協議がまとまり、平成２７年１０月１７日から３週間、一方通行化の交通社会実験を行うこと

となりましたので、実施説明会を開催いたします。皆様お誘い合わせの上ご参加ください。 

交通社会実験の概要 

 一方通行の区間：朝霞市役所前交差点～朝霞駅南口交差点 

 一方通行の方向：朝霞市役所   朝霞駅  

 一方通行の対象：歩行者・自転車を除く全車両 

 実 験 期 間：平成 27 年 10 月 17 日(土) 6:00 

～11 月７日(土)6:00 終日 
 

平成２７年 

1回目 7月 24日(金)19:00～20:00 

２回目 7月 25日(土)14:00～15:00 
※開場は３０分前です 

※1回目と２回目は同じ内容です 

周辺にお住まいの方、駅前通りをご利用の方の積極的なご参加をお待ちしています。 

朝霞市役所 都市建設部 道路整備課 道路施設係 
   TEL：０４８－４６３－０９１３  FAX：０４８－４６３－９４９０ 

   E-mail：doro_seibi@city.asaka.saitama.jp 

開催場所 

朝霞市コミュニティーセンター 集会室 

朝霞市青葉台１-7-1 

会場案内図 

○安全対策 ○実施スケジュール 

○周知方法 ○実験アンケート 

○連絡体制 など 

実施説明会の内容 

開催日時 

お問い合わせ（事務局） 
 

※駐車スペースに限りがございますので、なるべく徒

歩、公共交通機関等をご利用ください。 

コミュニティーセンター 

朝霞駅 
市役所

駅 

郵便局 


